
 

新潟市           運営協議会委員 応募要領 

 
各館の運営に関し意見を述べる運営協議会を巻郷土資料館、潟東樋口記念美術館、潟東歴

史民俗資料館、中之口先人館に設置しており、各館の運営協議会の委員を募集します。  
 委員は公募委員のほか、学校教育関係者、社会教育関係者、学識経験者など１０名以内で

構成します。  
 
１ 募集人数  

各館の運営協議会ごとに１人程度  
 
２ 委員の委嘱期間  

令和７年４月１日から令和９年３月３１日(２年間) 
 
３ 会議の開催予定  

必要に応じ開催(年２回程度) 
 
４ 委員報酬  

会議１回出席につき、３,０００円(源泉徴収税額含む) 
 
５ 応募資格  
（１）令和７年４月１日現在、満２０歳以上の方で次の①、②に該当する人  

① ・巻郷土資料館 巻地区在住の人  
・潟東樋口記念美術館 西蒲区在住の人  
・潟東歴史民俗資料館 潟東地区在住の人  
・中之口先人館 中之口地区在住の人  

② 本市が設置する審議会などの委員になっていない人  
 
６ 応募方法  
（１）必要書類  
  ① 応募申込書（西蒲区役所地域総務課および各館に設置。西蒲区ホームページよりダ

ウンロード可。）  
 
  ② 作文  

・潟東樋口記念美術館  
「潟東樋口記念美術館に望むこと」（４００字以上８００字以内）  

・巻郷土資料館、潟東歴史民俗資料館、中之口先人館  
「郷土の歴史に関すること」（４００字以上８００字以内）  

  ③ 地域での活動状況、職業、運営協議会委員として役に立つと思われる免許・資格・

特技等（③の項目は任意記載事項）  
    

※提出された応募書類は返却いたしませんので、ご了承ください。  
 
（２）受付期間  
   令和７年１月２０日（月）から２月２１日（金）まで  
    ・郵送の場合、２月２１日（金）必着 

巻郷土資料館  
潟東樋口記念美術館  
潟東歴史民俗資料館  

中之口先人館  



（３）提出先  
西蒲区地域総務課に、（１）の書類を直接持参、郵送、E-mail により提出して下さい。  

 
 
７ 選考方法  

 作文および面接により選考します。  
 
８ 結果通知  

令和７年３月中に郵送により通知します。  
 
９ 問い合わせ先  

 

 

各館運営協議会（問い合わせ先）  

西蒲区地域総務課 

広報・文化スポーツグループ 

〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲 2690 番地 1  

 電話：0256-72-8102  FAX：0256-72-6022 

E-mail:chiikisomu.nsk@city.niigata.lg.jp 

mailto:chiikisomu.nsk@city.niigata.lg.jp

